
11月12日～18日は全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間

　夫やパートナーからの暴力《ＤＶ》、職場等におけるセクシュア
ル・ハラスメント、性犯罪等の女性に対する暴力、女性差別、スト
ーカー行為、離婚問題等の家庭内問題など女性の人権問題に関する
あらゆる相談を受け付ける専用電話相談窓口です。
※ 予約不要、無料、秘密厳守。

◆日　　時　11月12日㈪～18日㈰
　　　　　　月曜～金曜　　８：３０～１９：００
　　　　　　土曜・日曜　１０：００～１７：００

◆電話番号　全国統一電話番号　０５７０－０７０－８１０
　　　　　　（携帯電話からの相談も可能）

◆相 談 員　人権擁護委員（弁護士資格を有する者を含む）
　　　　　　法務局職員

◆主　　催　松山地方法務局、愛媛県人権擁護委員連合会

老人憩の家にマッサージチェアを贈呈
　西条石鎚ライオンズクラブから
高齢者福祉施設「老人憩の家」に
マッサージチェア２台が贈呈され
ました。丹富弘会長から、マッサ
ージチェアの設置と会員による施
設内の清掃奉仕の申出があり、伊
藤市長に目録が手渡されました。
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